
 
                            
                                          
 

  
 

インターネットと子供たち ～大人ができること～ 

  近年、SNS関連の事件が毎日のように報道されています。浜松市でも、オンラインゲームでの課

金や、SNSでのいじめ、個人情報の流出など、児童によるインターネット関連のトラブルの低年齢化

や増加が大きな問題となっていますし、本校でも関連のトラブルが起こっています。以前なら、「使わ

せないようにする」で済んでいた対応も、今では、その対応ができない状態になっています。だからこ

そ、私たち大人は、子供たちの利用状況を把握し、「トラブルに巻き込まれない使い方」「トラブルを

起こさない使い方」をしっかり教えていく必要があります。子供たちのためにできることは何か？下記

のことを参考にしていただけたらと思います。 

                    ルールは、お子さんと一緒に決めることが、大切で    

                   す。その場合、「ゲームは 2時間以上使わない」など

いきなり               いきなり禁止のルールを作るのではなく、「どのように    

    使いたいのか、使わせたいのか」という理想の使い方        

を、お子さんと共有し、その理想を実現するために、お

子さんの生活に合った具体的なルールをお子さんと一緒に作っていけるといいですね。 

 ↓ 

例えば・・「不適切な写真をアップしない」というルールは、「不適切」とは何か、人によってとらえ

方が違います。このようなルールは、良いルールとはいえません。 

 
子供と一緒に決めたルールでも、なかなか守れないことがあります。その場合、なぜ守れなかった

のか？その原因は何か？子供に考えさせ、そこから、どう工夫すれば守りやすくなるのか、考えていく

方法があります。 

 例えば・・「宿題などのやることが終わったら、30 分だけ動画を見てもよい」というルールを作ったの

に、３０分を越えて見てしまうことがある場合、まず「どうして超えてしまうのか？」原因を考えさせま

す。それから、その原因を解決する工夫を一緒に考えていきます。 

                    

                                上記のように原因、解決方法を 

                                考えさせることも大切ですが、 

これ以外にも、好きなこと、夢中になれることを見つけていくことも１つの方法です。 

 

3 点、対応方法をあげてみました。参考にしてみてください。大切なのは、私たち大人が、情報モ

ラルについて理解を深めること、子供たちの使用把握に努めることだと思います。学校でも情報モラ

ル教育の充実に努めていきたいと思います。（参考資料：GIGA ワークブック）  校長：井村由紀子 

 

学校便り 

神久呂小学校 

令和７年５月号  

 

使い方のルール

はどうやって作

ればいいの？ 

使い方のルールを決

めたのに、守れない。 

 

スマホやタブレットの使い

過ぎが気になるなあ。 



 

日 曜 週 児童の主な行事 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年

1 日

2 月 B 13:30

3 火 B
・縦割り遊びⅠ（昼休み）

4 水 B
・縦割り清掃開始
・スクールガードリーダー活動日

5 木 B
・⑤⑥認知症サポーター養成講座（４年）
・⑥神久呂小（６年）と神久呂中（１年）の座談会（神久呂中）

15:50

6 金 B
・⑤参観会（５年以外）　・⑥林間学校説明会（５年）
・外国語講師の授業（２年）

7 土

8 日

9 月 A
・③租税教室（６年）

13:30

10 火 A
・③④農業見学（３年）高橋農園
・③④⑤下水道教室（４年）

11 水 A
・卒業アルバム個人写真撮影（６年）

12 木 A
・普４（１～３年）　・民生、児童委員挨拶運動（正門）
・命について考える日　・第１回夢講座（４～６年）

13 金 A
・校外学習（４年）　・外国語講師の授業（３年）
・スクールカウンセラー教育相談

14 土

15 日

16 月 B
・法教育出前授業（６年）

13:30

17 火 B
・眼科検診１３：３０～（全児童）
・スクールガードリーダー活動日

18 水 B
・耳鼻科検診１３：１０～（１・４年）　※進行状況によって、４年生
の下校が少し遅れる可能性があります。

19 木 B
・安全な下校を呼び掛ける日

20 金 B
・⑤⑥地震車体験（４年）
・本校職員による教育相談（希望保護者）

21 土

22 日
・PTAイベント（AM）
※詳細は「さくら連絡網」にて通知

23 月 A
・保健週間～２７日（金）

13:30

24 火 A
・④学校保健委員会（６年）

25 水 A
・⑤薬学講座（６年）

26 木 A

27 金 A
・外国語講師の授業（４年）

28 土
・PTAイベント（AM）予備日

29 日

30 月 B
・委員会Ⅲ１４：２０～

13:30

14:15 15:10

14:15

14:15 15:10

14:15

14:35

14:35

14:15 15:10

14:15 15:10

14:15 15:10

14:15

14:15 15:05

14:15 15:10

14:15 15:10

14:15 15:10

14:15 15:10

14:35

14:35

14:15 15:10

15:10

13:00 15:00

14:15

14:15

 
 お 知 ら せ 

 日々の子供たちの様子を、ブログにアップしております。

右記の QR コードより読み取り、ぜひ御覧ください。 


